
UPZ圏内
5km～30km

緊急防護措置
500μ㏜/h以上

早期防護措置
20μ㏜/h以上

原子力災害対策指針が定める緊急時の防護措置（運用上の介入ﾚﾍﾞﾙ：OIL （※））

飲食物摂取制限
0.5μ㏜/h以上

数日内を目途に飲食物中の放射
性核種濃度を測定すべき区域を
特定

1日以内を目途に区域を特定

対象地域の住民を、1週間程度内
に一時移転【OIL2】

数時間内を目途に区域を特定

1週間以内を目途に飲食物中の放

射性核種濃度の測定と分析を実
施

対象地域の生産物の摂取を制限
【OIL6】 避難（移動が困難な者の一時屋内

退避を含む）の実施【OIL1】

基準を超えるものにつき摂取制限
を迅速に実施【OIL6】

避難基準に基づいて避難した避難者等を
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞして、基準を超える際は迅速に
除染【OIL4】

UPZ圏外
30km～

 放射性物質の放出後、高い空間放射線量率が計測された地域においては、被ばくの影響をできる
限り低減する観点から、数時間から1日以内に住民等について避難等の緊急防護措置を講じる。

 また、それと比較して低い空間放射線量率が計測された地域においても、無用な被ばくを回避する
観点から、1週間以内に一時移転等の早期防護措置を講じる。

UPZ圏内と同じ

（※）OIL( Operational Intervention Level)：運用上の介入レベル
放射線モニタリングなどの計測された値により、避難や屋内退避等の防護措置を実施するための判断基準 9



関係府県及び関係市町の対応体制

 警戒事態で、関係府県及び関係市町は、災害警戒本部等を設置。その後、事故の状況等に応じて
災害対策本部を設置。

 災害警戒本部等では、要員参集、情報収集・連絡体制の構築、住民等に対する情報提供をはじめ、
PAZにおける施設敷地緊急事態要避難者の避難準備を開始。
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伊根町災害警戒本部
い ね ちょう

福井県原子力災害警戒本部

滋賀県災害警戒本部

高島市災害警戒本部
たかしま し

京都府原子力災害警戒本部

ふく ち やま し

福知山市事故対策本部

舞鶴市事故対策本部
まいづる し

宮津市事故対策本部
みやづ し

あや べ し

綾部市事故対策本部

なんたん し

南丹市事故対策本部

ちょう

おおい町原子力災害警戒本部

おばま し

小浜市原子力災害警戒本部

わかさ ちょう

若狭町原子力災害警戒本部

PAZ

UPZ

高浜発電所

たかはまちょう

高浜町事故対策本部

きょうたんば ちょう

京丹波町災害対策本部

オフサイトセンター
（福井県高浜原子力防災センター）

関西広域連合
（情報収集体制）



国の対応体制

原子力事業者国（原子力災害対策本部）
本部長：内閣総理大臣

国（原子力災害現地対策本部）
本部長：内閣府副大臣

要請

原子力規制
委員会・内閣
府(原子力防

災担当)

現地本部災対本部
防護措置の指示
住民広報
避難誘導等

被災者の救援等
の支援

放医研等：専門的支援
警察：災害警備
消防：消火、救助、救急活動
自衛隊：災害派遣又は

原子力災害派遣
海保庁：救助、救急活動

原子力災害
合同対策協議会

異常事態の
通報義務

福井県 ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

合同対策協議会

連絡員 災対本部

関係市町

住民

派遣

 警戒事態の前段階から、原子力規制庁及び内閣府(原子力防災担当)の 職員が参集し、現地ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（OFC）及び原子力規制庁緊
急時対応ｾﾝﾀｰ（ERC）に原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部を立ち上げ、情報収集活動を開始。

 警戒事態となった場合、現地への要員搬送や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの準備を開始。

 施設敷地緊急事態となった場合、原子力規制委員会・内閣府原子力事故対策本部の設置及び関係省庁事故対策連絡会議を開催し
対応。また、内閣府副大臣及び国の職員を現地ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ等へ派遣。

 全面緊急事態となった場合、原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部を設置するとともに、道府県・市町村等のﾒﾝﾊﾞｰから
なる合同対策協議会を開催し、相互協力のための調整を行いつつ対応。

緊急事態応急対策活動

関係省庁

（福井県高浜原子力防災ｾﾝﾀｰ）
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京都府 滋賀県



福井県庁

高浜ｵﾌｻｲﾄ
ｾﾝﾀｰ

京都府庁

滋賀県庁

①環境省～入間基地
輸送車両の先導
（警察）約○時間

②入間基地～小松基地
輸送機（自衛隊）約○時間

いるま

③小松基地～高浜ＯＦＣ
ヘリ（自衛隊）約○時間

国の職員・資機材等の緊急搬送【Ｐ】

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰへの派遣（自衛隊、警察による輸送支援の一例）
環境省～入間基地～小松基地～高浜原子力防災ｾﾝﾀｰ

※平成１４年度原子力総合防災訓練の想定を参考

 施設敷地緊急事態発生の通報後、あらかじめ定められた100名程度の国の職員をｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ及び
各府県庁に派遣。併せて必要な資機材の緊急搬送を実施。

 その後、状況に応じて追加要員及び資機材の緊急搬送を実施。
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緊急輸送関係省庁
（警察庁、消防庁、国土交通省、

海上保安庁、防衛省）

必要に応じ輸送支援を依頼

輸送支援

事故対策本部 国の職員
必要な資機材

オフサイト
センター等

＜具体的な移動及び輸送支援のスキーム＞

いるま



ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰの放射線防護対策・電源対策

 放射線防護対策
・オフサイトセンターの放射性物質汚染防護対策は完了。

換気設備・ﾌｨﾙﾀ設置、窓枠の二重化等の気密性向上、除染用仮設テント等は、平成26年3月末に完
了。

 電源対策
・非常用発電機、燃料ﾀﾝｸの増設及び電源車用電源受け口の設置により継続して電源を確保。

（非常用発電機、燃料ﾀﾝｸ増設工事は平成26年3月末に完了し、3日間分の電源を確保。
また、福井県は、福井県石油業協同組合と協定を締結しており、オフサイトセンターなど災害対策
上重要な公的施設等に優先給油される仕組みを構築し、3日以降の給油確保方策も確立。）
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ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（福井県高浜原子力防災ｾﾝﾀｰ）

（発電所からの距離約7km）

高浜発電所の代替ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

○福井県敦賀原子力防災センター*1
（発電所から約49km）*2

○福井県美浜原子力防災センター*1
（発電所から約45km）*2

*1 いずれも、高浜原子力防災センターと
同等 の放射線防護対策及び電源対策
の整備を完了

○福井県生活学習館
（発電所から約87km）*2

*2  距離は、いずれも「直線距離」となる

仮にｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰが機能不全に陥った
場合でも、代替ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに移動し、
対応可能。

高浜発電所



 一般回線が通信不全の時には、原子力災害対策用に整備されているTV会議回線を含む専用通信
回線を使用し、更に専用通信回線が不全の場合は、衛星回線を使って、連絡体制を確保。

 その他、中央防災無線、衛星携帯電話等を使用し、連絡体制を確保。

連絡体制の確保

原子力災害対策本部等の

国の機関

防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸ防災行政無線

統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸ 衛星回線

防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ

地域衛星通信ﾈｯﾄﾜｰｸ

中央防災無線

J-Alert

移動局

（公用車等） 関係市町 消防機関 自衛隊部隊
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ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

（福井県高浜原子力防災ｾﾝﾀｰ）

福井県庁

京都府庁

滋賀県庁

衛星携帯電話


